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規則

甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和８年４月３０日

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市規則第２５号

甲府市市税条例施行規則の一部を改正する規則

甲府市市税条例施行規則（昭和２５年８月規則第１５号）の一部を次のように改

正する。

 別表第１の３８の項中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税納税

通知書」に、「第４６３条の１８」を「第４５１条」に改め、同表３９の項中「軽

自動車税（種別割）減免申請書」を「軽自動車税減免申請書」に、「第４６３条の

２３」を「第４５６条」に改め、同表３９の２の項中「軽自動車税（種別割）減免

承認決定通知書」を「軽自動車税減免承認決定通知書」に、「第４６３条の２３」

を「第４５６条」に改め、同表３９の３の項中「軽自動車税（種別割）減免不承認

決定通知書」を「軽自動車税減免不承認決定通知書」に、「第４６３条の２３」を

「第４５６条」に改め、同表４０の項中「軽自動車税（種別割）減免事由消滅申告

書」を「軽自動車税減免事由消滅申告書」に、「第４６３条の２３」を「第４５６

条」に改め、同表４０の２の項中「軽自動車税（種別割）減免取消決定通知書」を

「軽自動車税減免取消決定通知書」に、「第４６３条の２３」を「第４５６条」に

改める。

 第２３号様式（その２）中「軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）」

を「軽自動車税 納税証明書（継続検査用）」に改める。

第２３号様式（その３）を次のように改める。
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第２３号様式（その３） 

  

  

第３８号様式（その１）を次のように改める。 
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第３８号様式（その１） 
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第３８号様式（その２）中「軽自動車税（種別割）納税通知書」を「軽自動車税

納税通知書」に改める。 

 第３９号様式（その１）から第４０号様式の２までを次のように改める。 

第３９号様式（その１） 
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第３９号様式（その２） 
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第３９号様式の２  
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第３９号様式の３ 
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第４０号様式 

  

  

－10－



第４０号様式の２ 

 

                              

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市市税条例施行規則の規定中軽自動車税に関する

部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和７年度分ま

での軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に存する改正前の第３９号様式（その１）、第３９号様

式（その２）及び第４０号様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用

することができる。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年４月３０日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２６号 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を

定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則（平成 1 ８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「８万５，４９０円」を「９万７９０円」

に改め、同表随時介護を要する状態の項中「４万２，７００円」を「４万

５，４００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項

の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和８年４月１日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、な

お従前の例による。 
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告示 
 

甲府市告示第１４６号  
  
 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定によって決定し

た令和８年度の固定資産の価格等について固定資産課税台帳に登録したので、同法

第４１１条第２項の規定により公示する。 
 

令和８年４月１日 

 
甲府市長 樋 口 雄 一 
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                  甲府市告示第１４７号  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 
 

令和８年４月１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地 

別紙のとおり 
２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 
３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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甲府市告示第１４８号  
 
甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の

一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第１号 
（２）業務名称     市営林道維持管理業務委託 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月３１日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 
甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。 
（２）林道維持管理業務の受託実績を有する者又は平成２８年４月１日以降に本市林道

工事の受託実績を有する者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 
していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 
第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、

法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  
綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 
停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 
また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から２年

を経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされて

いる者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格

の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月１日（水）～令和８年４月８日（水）（この期間内の土

曜日、日曜日を除く。） 
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午前９時００分～午後５時００分 
令和８年４月８日（水）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペー

ジ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））か

ら情報を入手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月１日（水）～令和８年４月８日（水） 
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年４月８日（水）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年４月１７日（金） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１１０に相当する金額

を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 
この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参加資

格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 
甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定められた

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公

社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を  
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数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しない

こととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１４９号 

 

地方公営企業法(昭和２７年法律第２９２号)第２７条ただし書並びに地方公営企

業法施行令(昭和２７年政令第４０３号)第２２条の２第１項、第２項及び第３項の

規定に基づき、甲府市簡易水道等事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一 

部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱 

金融機関を次のとおり指定するため、告示する。 

 

  令和８年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 出納取扱金融機関  株式会社 山梨中央銀行 

２ 収納取扱金融機関  株式会社 三井住友銀行（口座振替に限る。） 

株式会社 りそな銀行 

甲府信用金庫 

山梨信用金庫 

中央労働金庫 

山梨県民信用組合 

山梨県信用農業協同組合連合会 

笛吹農業協同組合 

山梨みらい農業協同組合 

            株式会社ゆうちょ銀行（口座振替に限る。） 

３ 指定年月日     令和８年４月１日 
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甲府市告示第１５０号  
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、

次のとおり包括外部監査契約を締結した。 
 

令和８年４月１日 
 
                  甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 包括外部監査契約の期間の始期 
  令和８年４月１日 
２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 
  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算 
３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所 

(1) 氏 名 小野 正毅 
(2) 住 所 南アルプス市西野２２０番地８ 

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法 
  監査の結果に関する報告の提出後の一括払い及び必要に応じて行う前金払い 
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        甲府市告示第１５１号  
 
 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により予防接種を実施する

ため、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告す

る。 
 

令和８年４月１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 実施内容 

（１）期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日 
 

種類 対象者 場所 

ロタウイルス 

ロタ 
リックス® 

生後６週に至った日の翌日か

ら生後２４週に至る日の翌日

までの間にある者 

定期予防接

種市内指定

医療機関一

覧 
（別掲） 

ロタ 
テック® 

生後６週に至った日の翌日か

ら生後３２週に至る日の翌日

までの間 
Ｂ型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者 

Ｈｉｂ（ヒブ） 
初回 生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 追加 

五種混合 

（ＤＰＴ‐ＩＰ

Ｖ） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

Ｈｉｂ 

初回 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

追加 

単独不活化ポリオ 
第１期初回 生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 
定期予防接

種市内指定

医療機関一

覧 
（別掲） 

第１期追加 
ＢＣＧ（結核） 生後１歳に至るまでの間にある者 
麻しん風しん混合 

（ＭＲ） 
第１期 生後１２月から生後２４月に

至るまでの間にある者 
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麻しん単独 

風しん単独 第２期 
５歳以上７歳未満であって 
小学校就学前の１年間にある

者 

水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間

にある者 

日本脳炎 
第１期初回 生後６月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

日本脳炎 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 
平成７年４月２日から平成１

９年４月１日の間に生まれた

者 
二種混合（ＤＴ） 

ジフテリア 

破傷風 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者 

ＨＰＶ 

（子宮頸がん等） 

・１２歳となる日の属する年度の初日から

１６歳となる日の属する年度の末日までの

間にある女子 
 

高齢者肺炎球菌 

・６５歳の者 
・６０歳以上６５歳未満の者であって、心

臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活行動が極度に制限される程度の

障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイル

スにより、免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障がいを有する者（身体

障害者手帳１級相当） 

高齢者肺炎

球菌予防接

種市内指定

医療機関一

覧（別掲） 

風しん 第５期 
昭和３７年４月２日から昭和５

４年４月１日までの間に生まれ

た男性 

風しん第５

期予防接種 

市内医療機

関等一覧（別

掲） 
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帯状疱疹 

・令和７年度に６５歳、７０歳、７５歳、８

０歳、８５歳、９０歳、９５歳及び１００歳

となる者 
・６０歳以上６５歳未満の者であってヒト

免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日

常生活がほとんど不可能な程度の障がいを

有する者（身体障害者手帳１級相当） 
 

帯状疱疹予

防接種市内

指定医療機

関一覧（別

掲） 

ＲＳウイルス 妊娠２８週から３７週に至るまでの者 

ＲＳウイル

ス予防接種

市内指定医

療機関一覧

（別掲） 
 
※１ 平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日にかけての積極的勧奨の差

し控えにより、日本脳炎の定期接種を受ける機会を逸した者への救済措置 
（２）期間：令和８年１０月１日～令和９年２月２８日 
 
 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者 
インフルエン

ザ 

・６５歳以上の者 
・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

を有するものとして厚生労働省令で定める

もの（身体障害者手帳１級相当） 

高 齢 者 イ ン

フ ル エ ン ザ

指 定 医 療 機

関（別掲） 

新型コロナ

ウイルス感染

症 

・６５歳以上の者 
・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

を有するものとして厚生労働省令で定める

もの（身体障害者手帳１級相当） 

新 型 コ ロ ナ

ワ ク チ ン 指

定 医 療 機 関

（別掲） 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 
（１）明らかな発熱を呈している者 
（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 
（３）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈し

たことが明らかな者 
（４）結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外

傷等によるケロイドの認められる者 
（５）麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが
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明らかな者 
（６）Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又

は産道において B 型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗Ｈ

Ｂｓ人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンの投与を

受けたことのある者 

（７）ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴

のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了した

ものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 
（８）肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあ

っては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたこと

のある者 
（９）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 
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甲府市告示第１５２号 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項

及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）

の規定に基づき一般廃棄物の処理実施計画を定めたので、甲府市廃棄物の減量化、

資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第２２号）第６条第２項の規定

により別紙のとおり告示する。 

 

令和８年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１５３号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和８年４月６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  甲府市建築行政支援システム更改業務委託 

２ 業務概要 

本業務は、平成２８年度に構築した「甲府市建築行政支援システム」の使用期

限を迎えるにあたり、円滑にシステムを使用できるよう安全かつ確実に本シス

テムの環境再構築、移行作業を行うとともに、システムの操作性向上や機能を

追加することにより、本市における建築物等の情報管理の適正化、効率化と建

築相談及び証明書発行業務の迅速化を実現することを目的とする。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

４ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）本市の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のい

ずれにも該当していないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等及び民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがな

されていないこと。 

（４）本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給

（入札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納をしていないこと。 

（７）過去１０年以内に地方公共団体から発注された、ＧＩＳと連携した建築確

認システムの構築業務（更改業務を含む）の業務履行実績（ＬＧＷＡＮ-Ａ

ＳＰ型）を有する者であること。 

（８）品質管理の観点から、契約拠点及び作業担当部署等において、以下の認証

を受けていること。 

   ・ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（情報セキュリティマネジメントシステム） 

・ＪＩＳＱ１５００１（プライバシーマーク） 
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・ＩＳＯ／ＩＥＣ２７０１７（ＩＳＭＳクラウドサービスセキュリティマ

ネジメントシステム） 

・ＩＳＯ  ９００１（品質マネジメントシステム） 

 （９）下記の技術者を適切に配置できること。 

また、下記の技術者のうち１名以上は、「空間情報総括監理技術者」の有資

格者であること。 

    なお、同種・類似業務実績の区分詳細は様式４－１、４－２、４－３を参

照すること。 

【管理技術者】 

・1 名配置すること。 

・同種業務実績を有していること。 

【照査技術者】 

・1 名配置すること。 

・同種業務実績若しくは類似業務実績を有していること。 

【担当技術者】 

・1 名以上配置すること。 

・同種業務実績若しくは類似業務実績を有していること。 

５ 手続き等 

 （１）実施要領等の配布 

    公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式を、甲府市のホームペ

ージから適宜ダウンロードすること。 

 （２）提出方法等 

    参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市まちづくり部まち開発室建築指導課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電話：０５５－２３７－５８２４ 

  電子メール：ｔｏｓｉｋｓｉｄｏ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１５４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

 

令和８年４月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一     

 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号 （子契約）第１号 

（２）業務名称 甲府市ヤングケアラー配食支援事業に係る弁当宅配業務 

（３）履行期間 令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）履行場所 仕様書による 

（５）業務内容 仕様書による 

（６）予定価格 公表しない 

（７）最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

次の条件をすべて満たす者であること。 

（１）過去に弁当等の宅配又は配食サービスを行った実績を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（４）本市における物品競争入札参加資格者にあっては、この公告の日から入札の

日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」及び「甲府市建設工事等

請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含ま

れている者でないこと。 

（５）本市の入札参加資格を有していない場合は、この公告の日から入札の日まで

の間に、国及び他の地方公共団体において、指名停止の措置を受けている日が

含まれている者でないこと。 

（６）法人にあっては、山梨県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては、 

山梨県内に事業所等を設けて事業を営んでいること。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）国税及び本店、支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和８年４月８日（水）～令和８年４月１７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５３５３ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募型））

から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月８日（水）～令和８年４月１７日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５３５３ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和８年５月１９日（火） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎 ８階 会議室８－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１０

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。なお、本契約は単価契約とな

るため、入札書に記載する金額は１件あたりの単価とすること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 
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（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約単価に予定件数を乗じて得た額の１０／１００）：納付 

ただし、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を提携した

場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。なお、甲府市契約

規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）

又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたっ

て締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１５５号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和８年４月７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  ＭＩＲＡＩＴＯやまなし未来パッケージ企画運営業務 

２ 業務概要 

 人口減少下に置いて、若年層の流失の抑制と将来的なＵＩＪターンを促進

させることが課題となっている。そこで県央ネットやまなし移住・定住分科

会は、従来のＵＩＪターン移住施策の対象として希薄だった世代と地元への

アプローチの必要性から、若年層の流失抑制、雇用確保のために大学生・短

期大学生、専門学校生と高校生を対象に、従来のＵＩＪターン移住施策に囚

われない広域的な事業であるＭＩＲＡＩＴＯやまなし未来パッケージを県央

ネットやまなし移住・定住分科会として実施することとする。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで 

４ 参加資格要件 

  このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしてい 

る者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定いず

れにも該当していないこと。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこ

と。また法人においてはその役員が暴力団員でないこと。 

（３）公告日から契約締結の日まで、本市による指名停止を受けている期間がな

いこと。 

（４）本市の入札参加資格を有していない場合は、告示日現在、国及び地方公共

団体から指名停止措置の期間中でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。（民事再生開始の決定を受けているものを

除く） 

（６）法人格を有していて、圏域内に本社または営業所があること。 

（７）市税・国税の滞納がないこと。 

（８）本業務を遂行するために必要とされる業務経験を有する者を従事させるこ

とができること。 
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５ 手続き等 

 （１）実施要領等の配布 

    公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホーム

ページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

 （２）提出方法等 

    参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部財政経営室連携共創課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電話：０５５－２３７－５３１９ 

  電子メール：ｃｈｕｓｈｉｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１５６号  
 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申

請書の提出を招請する。  
 

令和８年４月９日  
 

甲府市長 樋 口 雄 一  
 
１ 公募対象業務  

（１）業務名称      令和８年度人権啓発に関するパネル展等業務委託  
（２）履行期間      契約締結日から令和９年３月３１日まで  
（３）業務内容      仕様書による  

２ 公募参加資格  
次の条件をすべて満たす者  

（１）甲府市内に事務所等を設置し、人権啓発活動を実施している法人又は団

体であること。  
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当していない者であること。  
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で

ないこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  
（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係

る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれてい

る者でないこと。  
（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日

から２年を経過していること。  
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開

始の申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定

を受けた後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でない

こと。  
（７）市税等の滞納がない者であること。  

３ 参加申請の手続き等  
（１）申請書等の配付期間  

令和８年４月９日（木）～令和８年４月２３日（木）  
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
午前８時３０分～午後５時  
ただし、４月２３日は午前８時３０分～午後３時とする。  

（２）申請書等の配付場所  
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甲府市市民部市民総室人権男女参画課  
甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  
電話０５５－２３７－５１２０  

（３）申請書等の配付方法  
直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市

ホームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報

（その他・公募型））から情報を入手する場合は、この限

りでない。  
（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和８年４月９日（木）～令和８年４月２３日（木）  
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
午前８時３０分～午後５時  

イ 場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課  
甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  
電話０５５－２３７－５１２０  

４ その他  
その他参加申請に関する手続きや審査等に関する内容は、「令和８年度人

権啓発に関するパネル展等業務委託に関する公募型プロポーザル募集要領」

を参照すること。  
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甲府市告示第１５７号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書等の提出を招請する。 

 

令和８年４月９日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加し集うことができ 

る「認知症カフェ」を開設し運営する。 

３ 募集数 

  認知症カフェの実施場所は、１２箇所とする。 

４ 履行期間 

  令和８年６月１日（月）～令和１１年３月３１日（土）までとする。 

  ５ 参加資格要件  

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容の履行及び人員配置が可能 
な法人であること。 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（３）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

れにも該当していないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（６）公告の日から契約締結日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立がなされ

ている者でないこと。 

（８）公告の日以前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（９）市税を滞納していない法人であること 

６ 手続き等 

（１）実施要領等の配布 
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公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホームペ

ージにて公表するため、適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

公募申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロ 

ポーザル実施要領を参照すること。 

７ 連絡先 

甲府市 福祉部 福祉支援室 地域包括支援課 地域包括支援係 

住 所 〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号  

甲府市役所本庁舎２階⑭番窓口 

電 話 ０５５－２３７－５４８４（直通） 

電子メール ｈｕｋｔｓｈｉｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１５８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第２９号 

⑵  物件名   小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)南地区 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年５月１３日（水） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 
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は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１５９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第２７号 

⑵  物件名   小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)西地区 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

⑽ 令和８年４月１０日公示第１５８号、契約番号２９号「小中学校児童生徒用

机・椅子(新ＪＩＳ)南地区」の落札者でないこと。 
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３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年５月１３日（水） 午後１時４５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 
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じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 

は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１６０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第２６号 

⑵  物件名   小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)東地区 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。 

⑽ 令和８年４月１０日公示第１５８号、契約番号２９号「小中学校児童生徒用

机・椅子(新ＪＩＳ)南地区」令和８年４月１０日公示第１５９号、契約番号
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２７号「小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)西地区」の落札者でないこ

と。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年５月１３日（水） 午後２時００分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 
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ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 

は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１６１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第３１号 

⑵  物件名   小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)北地区 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要

綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること 

⑽ 令和８年４月１０日公示第１５８号、契約番号２９号「小中学校児童生徒用

机・椅子(新ＪＩＳ)南地区」令和８年４月１０日公示第１５９号、契約番号２
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７号「小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)西地区」令和８年４月１０日公

示第１６０号、契約番号２６号「小中学校児童生徒用机・椅子(新ＪＩＳ)東地

区」の落札者でないこと。 

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年５月１３日（水） 午後２時１５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 
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(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 

は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１６２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴  入札番号     第３号 

⑵  物件名   証明書自動交付機 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店または営業所を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務機器」または「情報・通信」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴  配付期間 令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑶  申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１０日（金）～ 令和８年４月２４日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴  日 時 令和８年５月１３日（水） 午後２時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽 

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

(1) 入札保証金：免除 

(2) 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の 

間に国（公社、公団を含む）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同 

じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行 

し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合 
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は免除する。 

(3) 契約書作成の要否：要 

(4) 仕様説明会は行わない。 

(5) その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１６３号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和８年４月１０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

令和８年度甲府市国民健康保険保健事業等業務委託 

２ 業務期間 

 契約締結日から令和９年３月３１日まで 

３ 業務概要 

 ⑴ 医療費等分析作成業務 

 ⑵ 糖尿病重症化予防業務 

 ⑶ 受診勧奨通知業務（特定健診異常値放置者、生活習慣病治療中断者） 

 ⑷ 多受診者指導業務 

 ⑸ 多剤服薬者指導業務 

 ⑹ 骨折・骨粗鬆症重症化予防事業 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とす

る。 

⑴ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定のいずれ

にも該当しない者であること。 

⑵ 令和８年度の甲府市の入札参加資格有資格者名簿に登録されていること。 

⑶ 本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給

（入札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けていない者であること。 

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）に基づく再生又は更生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。 

⑸ 本業務を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組

織、人員体制を有する者であること。 

⑹ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこ

と。また、暴力団員が経営に実質的に関与している企業等でないこと。 

⑺ ＪＩＳＱ１５００１ 規格に基づくプライバシーマーク又は情報セキュリテ

ィマネジメントシステム ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）

の認証を受けていること。 

 ⑻ 直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。 

５ 手続等 
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⑴ 実施要領等の配布

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームペ

ージにて公表するため、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 提出方法等

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市役所福祉部福祉総室健康保険課

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号

電話：０５５－２３７－５３７３

メールアドレス：ｋｏｋｕｍｉｎｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ
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甲府市告示第１６４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたことから、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和８年４月１３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和８年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市役所 市民部税務管理室資産税課 
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甲府市告示第１６５号

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡

  令和８年４月１４日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 開発区域に含まれる地域の名称

甲府市川田町字起田４５番１

以上１筆

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名

東京都武蔵野市境一丁目４番５－９０１号 

サンパレス武蔵野

佐竹 秀克

甲府市川田町４８番地２

佐竹 滋子
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甲府市告示第１６６号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   西下条自治会 
２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市西下条町２３番地５ 甲府市西下条町８９８番地 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 笠井 直秀 里吉  勝 

代表者 
住 所 甲府市西下条町２３番地５ 甲府市西下条町８９８番地 

３ 変更年月日  令和８年３月２１日 
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甲府市告示第１６７号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   小松町自治会 
２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 窪田 有希子  金丸 修 

代表者 
住 所 甲府市小松町４３６番地３ 甲府市小松町４９５番地３ 

３ 変更年月日  令和８年３月２０日 
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甲府市告示第１６８号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   貢川一丁目自治会 
２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市貢川一丁目６番１５号 甲府市貢川一丁目１０番２８号 

  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 早川 俊彦 輿石 十直 

代表者 
住 所 甲府市貢川一丁目６番１５号 甲府市貢川一丁目１０番２８号 

３ 変更年月日  令和８年４月１日 
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甲府市告示第１６９号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。

令和８年４月１４日

甲府市長 樋 口 雄 一

１ 名  称   下小河原自治会

２ 変更事項

主たる事務所の所在地

変 更 後 変 更 前

所在地 甲府市下小河原町１番地５ 甲府市下小河原町１５５番地１

代表者の氏名・住所

変 更 後 変 更 前

代表者

氏 名
内藤 光二 藤巻 一雄

代表者

住 所
甲府市下小河原町１番地５ 甲府市下小河原町１５５番地１

３ 変更年月日  令和８年３月２０日
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甲府市告示第１７０号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   北大路自治会 
２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 秋山 茂 青島 進 

代表者 
住 所 甲府市湯田一丁目１４番６号 甲府市湯田一丁目１２番１５号 

３ 変更年月日  令和８年３月８日 
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甲府市告示第１７１号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  
 

令和８年４月１４日  
 

甲府市長 樋 口 雄 一  
 

１ 名  称   増坪町自治会  
２ 変更事項  

 代表者の氏名・住所  

     
 
 

変 更 後  変 更 前  

代表者  
氏 名  萩原 斉  石原 正章  

代表者  
住 所  甲府市増坪町６１１番地  甲府市増坪町１２番地  

３ 変更年月日  令和８年３月２２日  
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甲府市告示第１７２号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   三葉自治会 
２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市湯村一丁目４番２３号 甲府市湯村一丁目４番２７号 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 桂田 賢治 野田 智弘 

代表者 
住 所 甲府市湯村一丁目４番２３号 甲府市湯村一丁目４番２７号 

３ 変更年月日  令和８年４月１日 
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甲府市告示第１７３号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   若松町北部自治会 
２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 碓井 昭博 坂本 雅哉 

代表者 
住 所 甲府市若松町６番４５号 甲府市青沼一丁目５番３号 

３ 変更年月日  令和８年３月２４日 
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甲府市告示第１７４号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   酒折東部自治会 
２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 樋川 修三 佐野 渉 

代表者 
住 所 甲府市酒折二丁目３番２０号 甲府市酒折町３３３４番地４０ 

３ 変更年月日  令和８年４月１１日 
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甲府市告示第１７５号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   和田平自治会 
２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市城東三丁目８番４号 甲府市城東三丁目１番１２号 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 丸山 雅秀 駒田 静男 

代表者 
住 所 甲府市城東三丁目８番４号 甲府市城東三丁目１番１２号 

３ 変更年月日  令和８年３月３０日 
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甲府市告示第１７６号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   上阿原町新田自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 小林 正人 廣瀬 晃 

代表者 
住 所 甲府市上阿原町９６４番地 甲府市上阿原町６６３番地６ 

３ 変更年月日  令和８年３月２９日 
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甲府市告示第１７７号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   中町自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 花輪 正彦 中込 孝 

代表者 
住 所 甲府市中町１番地２１ 甲府市中町２４６番地４ 

３ 変更年月日  令和８年３月２０日 
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甲府市告示第１７８号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   東下条町自治会 
２ 変更事項 
  主たる事務所の所在地 

     
 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市東下条町３１番地３ 甲府市東下条町３９１番地３ 

代表者の氏名・住所 
     

 変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 大須賀 眞 輿水 俊彦 

代表者 
住 所 甲府市東下条町３１番地３ 甲府市東下条町３９１番地３ 

３ 変更年月日  令和８年３月１５日 
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甲府市告示第１７９号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   塩部第三自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 菊地 孝子 松土 和樹 

代表者 
住 所 甲府市塩部三丁目１５番３号 甲府市大和町３番１５号 

３ 変更年月日  令和８年３月２１日 
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甲府市告示第１８０号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月１４日 
                

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   徳行南部自治会 
２ 変更事項 
  主たる事務所の所在地 

     
 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市徳行三丁目５番１８号 甲府市徳行三丁目６番５号 

代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 渡辺 安徳 柴田 利洋 

代表者 
住 所 甲府市徳行三丁目５番１８号 甲府市徳行三丁目６番５号 

３ 変更年月日  令和８年４月１日 
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甲府市告示第１８１号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和８年４月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

リニア山梨県駅前エリア等におけるＶＲを活用したまちづくり支援業務 

２ 業務概要 

  本業務は、リニア中央新幹線山梨県駅（仮称）の駅前エリアのまちづくりにお

いて、計画検討や関係者間協議、周辺住民及び一般市民への事業説明や景観形成

等の計画マネジメントなど、一体的な都市空間の形成に向けた事業の具体化を効

率的・継続的に行うことを目的に、３Ｄ都市モデルを活用して、リニア駅舎をは

じめとした駅前エリア内の都市整備における将来イメージを可視化した汎用三次

元デジタル空間を生成し、その空間を取り込んだ多機能バーチャルリアリティ

（ＶＲ）アプリケーションを制作するものである。 

複数事業者間における協議や、今後の民間事業者や地元住民を含む参加型のま

ちづくりにおいて、共通のＶＲツールで議論が可能となることにより、効率的か

つ効果的な協議が行えることや、検討状況に合わせた可視化、及び職員や事業者、

市民らの操作で、試行錯誤が可能となるような合意形成ツールを期待するもので

ある。 

なお、本ツールはリニア開業前後を見据えた中期スパンでの活用を想定し、か

つ本ツールをベースに、今後様々なまちづくり検討での活用を目指している。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和９年３月２６日（金）まで 

４ 参加資格要件 

  本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

なお、設計共同体として参加する場合は、設計共同体の構成員すべてが次の 

（１）～（１０）、（１４）（１５）の要件を満たし、いずれかの構成員が、 

（１１）～（１３）の要件を満たすこと。 

（１）法人格を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７ 条の４の規定に

該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立

てがなされていないこと。（更生手続き開始の決定を受けている者を除く） 

（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立

てがなされていないこと。（再生手続き開始の決定を受けている者を除く） 

（５）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがな
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されていないこと。 

（６）金融機関の取引停止処分がなされていないこと。 

（７）解散又は廃業した法人でないこと。 

（８）本業務に係る公募の日から契約締結の日までの間に、甲府市建設工事等請

負契約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱

に基づく指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

（９）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納をしていないこと。 

（１０）甲府市又は事業所の所在地の自治体が課する税について滞納をしていない

こと。 

（１１）令和８年度の甲府市の入札参加資格有資格者名簿に登録されていること。 

（１２）過去５年（令和３年４月１日以降）において建物、道路、公園等の公共空

間を含んだ市街地再開発や整備検討推進を目的としたＶＲまたはＡＲシス

テムを作成し、元請け（共同体の場合は代表者）として契約を締結し履行

完了した実績を有すること。 

（１３）下記の技術者を適切に配置できること。 

   【管理技術者】 

ア 以下のいずれかの資格等を有する（登録してある）こと。 

・一級建築士 

・技術士「総合技術監理部門」（建設） 

・技術士「建設部門」（都市及び地方計画） 

・ＲＣＣＭ（都市及び地方計画） 

・空間情報総括監理技術者 

イ 公告日時点で連続して２ヶ月以上の雇用関係があること。 

ウ 過去５年（令和３年４月１日以降）において建物、道路、公園等の公共

空間を含んだ市街地再開発や整備検討推進を目的としたＶＲまたはＡＲ

システムを作成した業務を、管理技術者又は担当技術者として従事した

実績を有すること。 

   【照査技術者】 

ア 公告日時点で連続して２ヶ月以上の雇用関係があること。 

（１４）設計共同体の場合、構成員は単独の事業者又は他のグループの構成員とし

て、このプロポーザルに参加する者でないこと。 

（１５）上述（１）～（１４）のほか、次のいずれかに該当する場合は、参加資格

を有しない。 

ア 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人

である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７ 号。以下「暴力団対策

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において

「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

イ 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この

号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認めら

－71－



れるとき。 

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどした

と認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しく

は関与していると認められるとき。 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい 

ると認められるとき。 

５ 手続き等 

 （１）実施要領等の配布 

    公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホーム

ページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

 （２）提出方法等 

    参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部リニア交通室リニアプロジェクト推進課政策係 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電話：０５５－２３７－５１１４ 

  電子メール：ｒｉｎｉａ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１８２号 
 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申込書

及び企画提案書の提出を招請する。 
 

令和８年４月１６日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 公募対象業務 

（１）業務名称      「第５次こうふ男女共同参画プラン」及び「第３次

甲府市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援

基本計画」策定支援業務 
（２）履行期間      契約締結日から令和１０年３月３１日まで 
（３）履行場所      仕様書による 
（４）業務内容      仕様書による 

２ 参加資格要件 
本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）令和３（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度までの間に、地方公

共団体等が発注した計画策定等業務の委託契約の履行実績を元請けとして

１件以上有していること。 
（２）甲府市（以下「市」という。）の物品供給競争入札参甲府市（以下「市」

という。）の物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者であり、業

務委託を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、

組織、人員体制を有している者であること。 
（３）市税の滞納がない者であること。 
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

いこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（６）この公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）

制度要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２ 
年を経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
３ 手続等 
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（１）実施要領等の配布  
公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、市のホームページ

にて公表するので、適宜ダウンロードすること。 
（２）提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー

ザル実施要領を参照すること。 
４ 連絡先 

甲府市市民部市民総室人権男女参画課 
〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 
ＴＥＬ：０５５－２３７－５２０９（直通） 
ＦＡＸ：０５５－２２２－２０６２ 
電子メールアドレス：ｄａｎｊｙｏｋｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１８３号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

令和８年４月１７日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス・活動Ｃ  

２ 業務概要 

本業務は、元気アップチェック（基本チェックリスト）により介護予防・日常

生活支援サービス事業対象者として登録された者、あるいは要支援１及び要支援

２の認定を受けている者の中で、介護予防ケアマネジメントの結果、サービスを

利用することで介護予防を自分で実施するセルフケアにつながることが期待でき

る者に、次の通所型サービス・活動Ｃを実施する業務である。 

⑴元気運動教室（運動器の機能向上・器械あり） 

⑵元気運動教室（運動器の機能向上・器械なし） 

３ 履行期間 

  令和８年６月１日（月）から令和９年３月３１（水）までとする。 

  ４ 参加資格要件  

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴ 市内の会場で別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能な法人

又は個人であること。なお、実施会場が所在する日常生活圏域に住所を有する

対象者を受け入れることが望ましいが、送迎が可能な場合はその限りではない。 
⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
⑷ 公告の日から契約締結日までの期間に、「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続き又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続き開始の申立がなされ

ている者でないこと。 

⑹ 公告の日以前６ヶ月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺  事業所等が所在する市町村の税を滞納していない者であること。 
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５ 手続き等 

⑴ 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホームペ

ージにて公表するため、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 提出方法等 

公募申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロ 

ポーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市 福祉部 福祉支援室 地域包括支援課 地域包括支援係 

  所在地 〒４００－８５８５ 甲府市丸の内一丁目１８番１号 

本庁舎２階⑭番窓口 

  電 話 ０５５－２３７－５４８４（直通） 

電子メール ｈｕｋｔｓｈｉｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１８４号  
 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

都市計画法による事業計画の一環として整備する道路法による道路で、２年以内に

その事業が執行される予定のものとして、次のとおり指定する。 
 その関係図書は、まちづくり部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 
 

令和８年４月１７日 
 
                  甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 路 線 名    市道浜下曽根線 
２ 道 路 の 種 類     市道 
３ 道路の地名地番    起点 甲府市上曽根町１８６８－２  地先 

終点 甲府市上曽根町１２４１－８  地先 

４ 延  長    ３６６．５ｍ 

５ 幅 員    ６．０～１０．０ｍ 
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                                 甲府市告示第１８５号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和８年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務 

２ 業務概要 

本業務は、起業した女性や、起業等を目指して活動している女性の活躍と交

流の場を創出するとともに、その活躍を広く市民に知っていただき、多くの女

性を応援する機運を高め、市民意識の醸成を図ることを目的とする業務であ

る。 

３ 履行期限 

契約締結日から令和９年１月２９日(金)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

⑴ 法人格を有していること。 

⑵ 令和３(２０２１)年度から令和７(２０２５)年度までの間に、本業務と類似

したイベント等の業務（マルシェや女性活躍に関するイベントの開催）として、

地方公共団体等から業務委託契約の履行実績を有していること。 

⑶ 本業務を受託した場合、市との打合せ等に迅速に対応できる体制を整えられ

ること。 

⑷ 市区町村税の滞納がない者であること。 

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）または法人であってそ

の役員が暴力団員でないこと。 

⑺ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

⑻ 告示の日以前６か月以内に手形または小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

⑼ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき、更生手続き開始または民事再生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 

５ 手続等 
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⑴ 「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運営業務公募型プロポーザル実施要

項（以下「実施要項」）、仕様書、「こうふ女性達で創るマルシェ」企画・運

営業務企画提案書等作成要領・様式集（以下「作成要領」）を甲府市のホーム

ページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市 市民部 市民総室 人権男女参画課 女性活躍係 

〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁

舎４階） 

ＴＥＬ ０５５－２２５－３９４０(直通) 

電子メール ｄａｎｊｙｏｋｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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                                           甲府市告示第１８６号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加表明書

及び企画提案書の提出を招請する。 

 

令和８年４月１７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

    甲府市女性起業等支援業務 

２ 業務概要 

本業務は、起業してみたいという想いはあるが、何からどう始めたらよいか

知りたい、自分自身のやりたいことを見つけ起業や活動を始めたい、起業等に

向けた準備を進めたい等の様々な想いを持つ女性を対象に、各段階に応じた研

修等を実施し、やりたいこと、挑戦したいことを明確化し、実現に向けた切れ

目のない起業等支援体制を構築することで、女性の起業等を支援することを目

的とした業務である。 

３ 履行期限 

契約締結日から令和９年３月２６日(金)までとする。 

４ 参加資格要件 

このプロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすも

のとする。 

⑴ 本業務と類似した起業に係る研修等支援の実績を有していること。 

⑵ 本業務を受託した場合、甲府市（以下「市」）との打合せ等に迅速に対応で

きる体制を整えられること。 

⑶ 市区町村税の滞納がない者であること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していない者であること。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条 

第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」）または法人であってその役員

が暴力団員でないこと。 

⑹ 告示日以降に、国及び地方公共団体から指名停止措置を受けていないこと。 

⑺ 告示の日以前６か月以内に手形または小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２

年を経過していること。 

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に基づき、更生手続き開始または民事再生手続き開始の申立て

がなされている者でないこと。 
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５ 手続等 

⑴ 甲府市女性起業等支援業務公募型プロポーザル実施要項（以下「実施要項」）、

仕様書、甲府市女性起業等支援業務企画提案書等作成要領・様式集（以下「作

成要領」）を甲府市のホームページにて公表するので、適宜ダウンロードする

こと。 

⑵ 企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については実施要項を、企画

提案書の作成については作成要領を参照すること。 

６ 連絡先 

甲府市 市民部 市民総室 人権男女参画課 女性活躍係 

〒400－8585 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 

ＴＥＬ ０５５－２２５－３９４０(直通) 

電子メール ｄａｎｊｙｏｋｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第１８７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第５５号 

⑵ 物件名   小学校給食室冷蔵庫等入替 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和８年４月１７日（金）～ 令和８年５月１２日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１７日（金）～ 令和８年５月１２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和８年５月２５日（月） 午後１時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１８８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第５６号 

⑵ 物件名   小学校給食室電気回転釜 

⑶ 品質・規格・数量など 入札説明書による 

⑷ 納入期限   入札説明書による 

⑸ 納入場所   入札説明書による 

⑹ 予定価格   公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件 

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。 

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和８年４月１７日（金）～ 令和８年５月１２日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和８年４月１７日（金）～ 令和８年５月１２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和８年５月２５日（月） 午後１時４５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１８９号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月２１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   甲府市緑が丘自治会 
２ 変更事項 

主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市緑が丘一丁目１８番１５号 甲府市緑が丘一丁目１４番２０号 

  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 坂口 悦夫 篠原 敏朗 

代表者 
住 所 甲府市緑が丘一丁目１８番１５号 甲府市緑が丘一丁目１４番２０号 

３ 変更年月日  令和８年４月１５日 
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甲府市告示第１９０号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月２１日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   平瀬町上野自治会 
２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 末木 浩一 石橋 晴夫 

代表者 
住 所 甲府市平瀬町２０６０番地 甲府市平瀬町２００４番地 

３ 変更年月日  令和８年４月５日 

－89－



甲府市告示第１９１号  
 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、

都市計画法による事業計画の一環として整備する道路法による道路で、２年以内に

その事業が執行される予定のものとして、次のとおり指定する。 
 その関係図書は、まちづくり部建築指導課に備え置いて一般の縦覧に供する。 
 

令和８年４月２１日 
 
                  甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 路 線 名    新山梨環状道路 桜井ＪＣＴ 
２ 道 路 の 種 類     市道（予定） 
３ 道路の地名地番    ①起点 甲府市桜井町７０９－１  地先 

終点 甲府市桜井町２０７－３  地先 

②起点 甲府市桜井町２０５－１  地先 

終点 甲府市桜井町１９８－１０ 地先 

４ 延  長    １１７．３ｍ（①Ｌ=３６．５ｍ、②Ｌ＝８０．８ｍ） 

５ 幅 員    ５．１１ｍ 
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甲府市告示第１９２号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第７第２項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定によ

り公示する。 

                                      

令和８年４月２１日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０５００５６５ 

２ 事業所の名称      指定通所介護事業所コスモ 

３ 事業所の所在地      甲府市下向山町１２８０番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市下向山町１２８０番地１ 

             社会福祉法人 いきいき倶楽部 

理事長 代長 まり子 

５ サービスの種類      通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和８年５月３１日 
 
 

－91－



甲府市告示第１９３号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月２２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第２０２号 
（２）業務名称     落石防止点検調査業務委託（Ｒ８） 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月３１日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。 
（２）過去１０年以内に、国又は地方公共団体が行う落石防止点検調査業務等を受

託し、本委託業務と同規模以上の点検調査業務を履行した実績を有する者であ

ること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和８年４月２２日（水）～令和８年５月７日（木） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月７日（木）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月２２日（水）～令和８年５月７日（木） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月７日（木）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月１８日（月） 午後１時３０分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  
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ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９４号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月２２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第１０２号 
（２）業務名称     令和８年度甲府市障がい者福祉計画策定業務 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月３１日まで 
（４）履行場所     仕様書による 
（５）業務内容     仕様書による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「調査・研究」

で登録されている者であること。 
（２）受託業者は、令和２年度以降に、中核市以上（都道府県を含む）の障害福祉

に関する計画策定業務実績を有すること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく 
指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和８年４月２３日（木）～令和８年５月７日（木） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市福祉部福祉総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 
電話０５５－２３７－５４５７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（産業・ビジネス／入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月２３日（木）～令和８年５月７日（木） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市福祉部福祉総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎３階 
電話０５５－２３７－５４５７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月１５日（金） 午前１１時００分 
（２）場 所 甲府市役所 本庁舎４階 市民対話室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす
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る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９５号 
 

特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につい

て規制する地域の指定並びに特定工場等において発生する騒音の規制基準（平成  
１２年甲府市告示第２０６号）の一部を次のように改正し、令和８年５月１日から

施行する。 
 

令和８年４月２２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
 別紙図面を次の図のように改める。 
 （ ｢ 次の図 ｣ は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１９６号 
 

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び

特定工場等において発生する振動の規制基準（平成１２年甲府市告示第２０９号）

の一部を次のように改正し、令和８年５月１日から施行する。 
 

令和８年４月２２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
 別紙図面を次の図のように改める。 
 （ ｢ 次の図 ｣ は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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甲府市告示第１９７号 
 

悪臭原因物質の規制地域及び規制基準（平成１６年甲府市告示第４０７号）の一

部を次のように改正し、令和８年５月１日から施行する。 
 

令和８年４月２２日 
 

甲府市長 樋  口 雄  一 
 
 別紙図面を次の図のように改める。 
 （ ｢ 次の図 ｣ は省略し、その図面は環境部環境総室環境保全課において公衆の縦

覧に供する。） 
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                          甲府市告示第１９８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度に係る事務処理要領の適用を受けるも

のである。 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１号 

工事名 林道竹日向線改良工事（余フ） 

工事場所 甲府市竹日向町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

簡易法枠工  Ａ＝２０１㎡ 

 簡易法枠工（枠内特殊植生基材客土吹付工） 

                Ａ＝８４㎡ 

 簡易法枠工（枠内モルタル吹付工） 

                Ａ＝１１７㎡ 

２ 工期 令和８年１１月２７日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和８年５月２２日から令和８年 

７月２１日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１２，４４１，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事 

ただし、１件の工事請負額が、 

６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての 
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実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和８年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和８年５月２１日 

午前１１時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 
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契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第１９９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）２号 

工事名 東中学校外１校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市東光寺二丁目８番１号 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・東中学校屋内運動場（１０３８．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

・北東中学校屋内運動場（１２２２．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７９，８５０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

８，９００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２３年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 

本件の落札者（共同企業体の構成員を 

含む）は、令和８年４月２３日告示 

の（管）３号、（管）４号、（管）５ 

号、（管）６号及び（管）７号の落札 

者（共同企業体の構成員を含む）とな 

ることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時００分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

－106－



                          甲府市告示第２００号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）３号 

工事名 西中学校外１校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市飯田五丁目１３番１号 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・西中学校屋内運動場（１２２２．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

・富竹中学校屋内運動場（１２２２．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７４，１３０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

８，７００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２３年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 

本件の落札者（共同企業体の構成員を 

含む）は、令和８年４月２３日告示 

の（管）２号、（管）４号、（管）５ 

号、（管）６号及び（管）７号の落札 

者（共同企業体の構成員を含む）とな 

ることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時１０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                       甲府市告示第２０１号  

  

 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）４号 

工事名 城南中学校外１校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市大里町２５９０番地１ 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・城南中学校屋内運動場（１２２２．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

・上条中学校屋内運動場（９８１．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７０，７２０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

８，５００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２３年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 

本件の落札者（共同企業体の構成員を 

含む）は、令和８年４月２３日告示 

の（管）２号、（管）３号、（管）５ 

号、（管）６号及び（管）７号の落札 

者（共同企業体の構成員を含む）とな 

ることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時２０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２０２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）５号 

工事名 南中学校外１校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市湯田二丁目２１番２４号 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・南中学校屋内運動場（１０２０．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

・南西中学校屋内運動場（１１３６．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１６０，３８０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

８，０００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２３年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 

本件の落札者（共同企業体の構成員を 

含む）は、令和８年４月２３日告示 

の（管）２号、（管）３号、（管）４ 

号、（管）６号及び（管）７号の落札 

者（共同企業体の構成員を含む）とな 

ることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時３０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 

－114－



２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２０３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）６号 

工事名 北中学校外１校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市大和町４番３５号 外 

工事概要 

１ 工事内容 

・北中学校屋内運動場（１２２２．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

・北西中学校屋内運動場（９０９．００㎡） 

 空調設備（ＧＨＰ）設置工事  １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５９，５００，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

管 

次の２者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 ＡＡ２者又はＡＢ２者 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

７，９００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２３年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 
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績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 

本件の落札者（共同企業体の構成員を 

含む）は、令和８年４月２３日告示 

の（管）２号、（管）３号、（管）４ 

号、（管）５号及び（管）７号の落札 

者（共同企業体の構成員を含む）とな 

ることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時４０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２０４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （管）７号 

工事名 笛南中学校屋内運動場空調設備設置工事 

工事場所 甲府市下曽根町２７０番地 

工事概要 

１ 工事内容 
笛南中学校屋内運動場（１１３８．００㎡） 

空調設備（ＧＨＰ）設置工事    １式 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９２，９１７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 管 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

ただし、１件の工事請負額が、 

４，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ その他 
本件の落札者は、令和８年４月２３日 

告示の（管）２号、（管）３号、（管）
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４号、（管）５号及び（管）６号の落 

札者（共同企業体の構成員を含む）と 

なることはできません。 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前１０時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前１０時５０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２０５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （機械）９号 

工事名 山城小学校外３校小荷物専用昇降機改修工事 

工事場所 甲府市上今井町４７４番地 外３箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

・山城小学校 ２基 

  巻上機、制御盤、操作盤、主ロープ 取替 

・玉諸小学校 １基 

  制御盤、操作盤、主ロープ 取替 

・里垣小学校 １基 

  巻上機、制御盤、操作盤、主ロープ 取替 

・東小学校 １基 

  巻上機、制御盤、操作盤、主ロープ 取替 

２ 工期 令和９年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１５，１９１，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 指定なし 

２ 競争入札参加資格 

機械 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の機械設備工事 

ただし、１件の工事請負額が、 

７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 
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合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和８年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和８年５月２１日 

午前１１時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２０６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （設計）４５号 

業務名 （仮称）甲府市子ども応援拠点施設建設に伴う実施設計業務委託 

施行場所 甲府市後屋町地内 

業務概要 

１ 業務内容 

交流施設、放課後児童クラブ及びその他附属施設

（駐車場、駐輪場、広場等）の設計 

 ・交流施設 

（鉄骨造、２階建て、約９９０㎡） 

 ・放課後児童クラブ 

（軽量鉄骨造、平家建て、約３５０㎡） 

２ 履行期間 令和９年２月２６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
公表しない 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 「設計」 

３ 同種業務施行実績 入札説明書１（２）に記載 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書１（３）に記載 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和８年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 入札参加資格確認通知日 令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 
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９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札及び開札日時 
令和８年５月２１日 

午前１１時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

積算内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

最低制限価格 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市告示第２０７号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月２４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第２２１号 
（２）業務名称     北新団地Ａ号館外消防用設備保守点検業務委託 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月１９日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポン 

プ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。 
（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備士免状の交付を受けている者、

消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、防火設

備検査員等）を雇用していること。 
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１２日（火）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１２日（火） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１２日（火）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時  令和８年５月２６日（火） 午前９時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０８号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月２４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第２２２号 
（２）業務名称     里吉団地外消防用設備保守点検業務委託 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月１９日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「ポンプ・ 防

災用品・消火器」で登録されている者であること。 
（３）本委託を遂行するための有資格者（消防設備士免状の交付を受けている者、

消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者、防災管理点検資格者、防火設備

検査員等）を雇用していること。 
（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 
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（９）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１２日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１２日（火）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月２４日（金）～令和８年５月１２日（火） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１２日（火）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月２６日（火） 午前９時３０分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
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（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２０９号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年４月２４日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市上町字天神１３４８番１１から１３４８番１５まで 

以上５筆 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲斐市大下条７４８番地 

   エス企画設計 

代表 志村 肇 
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甲府市告示第２１０号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月２４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   池添第三自治会 
２ 変更事項 

主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市城東四丁目５番９号 甲府市城東四丁目５番７号 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 伯母 朱美 田中 真一 

代表者 
住 所 甲府市城東四丁目５番９号 甲府市城東四丁目５番７号 

３ 変更年月日  令和８年３月１５日 
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甲府市告示第２１１号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月２４日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   古上条自治会 
２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 
     

 変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市上条新居町２００番地５ 甲府市古上条町３５１番地４ 

 代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 遠藤 昭文 河野 嘉彦 

代表者 
住 所 甲府市上条新居町２００番地５ 甲府市古上条町３５１番地４ 

３ 変更年月日  令和８年４月１２日 
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甲府市告示第２１２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和８年４月２８日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和８年４月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市大津町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：茶白 

６ その他の特徴：成犬、赤色の布製の首輪、マイクロチップなし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第２１３号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府市介護予防・

日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年福第１号）第

７第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者及び介護予防・日常生活支援

総合事業指定事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の１１及

び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和８年４月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１０１１４７ 

２ 事業所の名称      リハビリ道 甲府事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市下小河原町２９３番地 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市富竹新田１９８９番地１０ 

              株式会社セレクト 

              代表取締役 大内 俊志 
５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和８年４月３０日 
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甲府市告示第２１４号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として

次の者を指定したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和８年４月２７日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０６０８２ 

２ 事業所の名称      リハビリ道 甲府事業所 

３ 事業所の所在地      甲府市下小河原町２９３番地 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市富竹新田１９８９番地１０ 

株式会社セレクト 

代表取締役 大内 俊志 

５ サービスの種類      通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和８年５月１日 
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甲府市告示第２１５号  
 
甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件の

一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月２７日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第２１２号 
（２）業務名称     甲府市観光消費額調査業務委託 
（３）履行期間     契約締結日から令和９年３月３１日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 
甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべ

て満たす者 
（１）統計調査士、専門統計調査士、専門社会調査士のいずれかの資格を有する者を雇

用しており、その者が本業務委託に係る調査の実施や集計・分析を担当することが可

能であること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いない者であること。 
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 
第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、

法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」及

び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受

けている日が含まれている者でないこと。 
（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。また、

不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から２年を経

過していること。 
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなされて

いる者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加資格

の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（７）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月２７日（月）～令和８年５月１１日（月） 
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（この期間内の祝日、土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１１日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペー

ジ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募型））か

ら情報を入手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月２７日（月）～令和８年５月１１日（月） 
（この期間内の祝日、土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和８年５月１１日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月２７日（水） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１１０に相当する金額

を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 
この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載

をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参加資

格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 
甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定められた

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公

社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上
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にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２１６号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和８年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 
２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 
                           別紙のとおり 
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甲府市告示第２１７号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和８年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 
２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 
                              別紙のとおり 
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甲府市告示第２１８号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関変更届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和８年４月２７日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 
１ 書類名   生活保護法等指定医療機関変更届書 
２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、管理者、 
  変更事項、変更年月日 
                               別紙のとおり 
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甲府市告示第２１９号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 
 
  令和８年４月２７日 
 
                 甲府市長  樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市川田町字正里８８８番７、８８８番１１及び８８８番１６ 

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市桜井町３４４番地２ 

   下出 祥司 
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                          甲府市告示第２２０号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年４月２７日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市大里町字北耕地１６０６番１、１６１１番、１６１５番２、 

１６１５番５及び１６４３番１ 

以上５筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   東京都目黒区上目黒三丁目３５番５号 

   角田 富美惠 
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甲府市告示第２２１号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和８年５月１日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和８年４月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市小瀬町地内 

２ 犬又は猫の別：猫１頭 

３ 種類：雑種 

４ 性別：不明 

５ 毛の色：茶白 

６ その他の特徴：約１週齢、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第２２２号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和８年５月１日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和８年４月２８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市徳行一丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫４頭 

３ 種類：雑種 

４ 性別：不明 

５ 毛の色：黒白３頭、サバトラ１頭 

６ その他の特徴：約１週齢、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第２２３号 
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 

（１）契約番号      （業務委託）第２６１号 
（２）業務名称      マイナンバーカード出張申請受付等業務委託 
（３）履行期間      令和８年６月１日から令和９年２月２８日まで 
（４）履行場所      仕様書による 
（５）業務内容      仕様書による 
（６）予定価格      公表しない 
（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 
甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店を有する者であること。 
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は

法人であってその役員が暴力団員でないこと。 
（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 
（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 
（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月３０日（木）～令和８年５月１３日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時（締切日は午前１０時まで） 
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（２）配付場所 甲府市市民部市民総室総務課 
甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 
電話０５５－２３７－５２９４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホ

ームページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情

報を入手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月３０日（木）～令和８年５月１３日（水） 
（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 
午前９時～午後５時（締切日は正午まで） 

イ 場所 甲府市市民部市民総室総務課 
甲府市丸の内１丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階） 
電話０５５－２３７－５２９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月２１日（木） 午後２時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 研修室２ 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 
５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ その他 

（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付 

           ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間

に国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２２４号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和８年４月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
  
１ 開発区域に含まれる地域の名称 

甲府市上向山町字中原１５０４番１ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   中巨摩郡昭和町河西１６３４番地４ 

   Ｄ－ｒｏｏｍ河西２０１号 

   池谷 俊亮 

池谷 舞 

 

－151－



                          甲府市告示第２２５号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和８年４月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第２２６号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   善光寺北原自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 丸山 力 小林 進 

代表者 
住 所 甲府市善光寺町２８３８番地 甲府市善光寺町２９８３番地 

 
３ 変更年月日  令和８年４月１８日 

－153－



甲府市告示第２２７号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   下積翠寺町自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 神宮寺 義仁 小林 茂 

代表者 
住 所 甲府市下積翠寺町８１９番地 甲府市下積翠寺町１１３０番地 

３ 変更年月日  令和８年４月１９日 
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甲府市告示第２２８号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   新田町自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 依田 桂 塩野 孝春 

代表者 
住 所 甲府市新田町１番１９号 甲府市新田町１９番２２号 

３ 変更年月日  令和８年４月１９日 
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甲府市告示第２２９号  
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 名  称   下帯那町自治会 
２ 変更事項 
  代表者の氏名・住所 

     
 
 

変 更 後 変 更 前 

代表者 
氏 名 中村 修 田野口 喜雄 

代表者 
住 所 甲府市下帯那町２０６０番地 甲府市下帯那町２０２９番地 

３ 変更年月日  令和８年４月１９日 

－156－



甲府市告示第２３０号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２４条の２６第１項第１号に規定す

る指定障害児相談支援事業者として次の者を指定したので、児童福祉法第２４条の

３７第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年４月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     学校法人聖愛幼稚園 
２ 事業者の所在地  甲府市羽黒町６１８番地 
３ 事業所名     せいあい児童発達相談室 
４ 事業所の所在地  甲府市山宮町２０９２番地１ 
５ 事業の種類    指定障害児相談支援 
６ 主たる対象者   障害児 
７ 指定事業所番号  １９７０１０４４７５（指定障害児相談支援） 
８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３１号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和８年４月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社かたすみ 

２ 事業者の所在地  甲府市幸町１３番２０号ラブリハイツ幸町６０４号 

３ 事業所名     ひとつぶ 

４ 事業所の所在地  甲府市湯村二丁目６番３３号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   聴覚障害者 

           知的障害者 

           精神障害者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０４４２９ 

８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３２号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年４月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     株式会社ｆｅｎｎｅｃ 
２ 事業者の所在地  山梨県甲斐市長塚２３７番地 
３ 事業所名     はたらく森 
４ 事業所の所在地  甲府市丸の内二丁目２９番６号和光電機ビル４階 
５ 事業の種類    就労移行支援 

就労継続支援Ａ型 
６ 主たる対象者   身体障害者 
           知的障害者 
           精神障害者 
７ 指定事業所番号  １９１０１０４４４５ 
８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３３号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和８年４月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     ＫＥＩＰＥ株式会社 

２ 事業者の所在地  甲府市丸の内一丁目１５番２号第５丸銀ビル２階 

３ 事業所名     ＫＥＩＰＥ甲府オフィス 

４ 事業所の所在地  甲府市丸の内一丁目１５番２号第５丸銀ビル２階 

５ 事業の種類    就労選択支援 

６ 主たる対象者   身体障害者 

           知的障害者 

           精神障害者 

           難病等対象者 

７ 指定事業所番号  １９１０１０４４３７ 

８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３４号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年４月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     社会福祉法人 秀愛福祉会 
２ 事業者の所在地  甲府市丸の内三丁目２４番１０号 
３ 事業所名     ＢＬＯＯＭ 

４ 事業所の所在地  甲府市丸の内三丁目２４番１０号 
５ 事業の種類    児童発達支援 
６ 主たる対象者   特定なし 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４４５３ 
８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３５号  
 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規

定する指定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１

条の５の２５第１号の規定により公示する。 
 
  令和８年４月３０日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     株式会社 グローアップ 
２ 事業者の所在地  甲府市住吉三丁目８番７号 
３ 事業所名     ライフ・ワーカーズ 

４ 事業所の所在地  甲府市上阿原町４４６番地６ 
５ 事業の種類    放課後等デイサービス 
６ 主たる対象者   重症心身障害以外 
７ 指定事業所番号  １９５０１０４４６１ 
８ 指定年月日    令和８年５月１日 
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甲府市告示第２３６号  
 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調

査を行ったが不明のため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条

において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和８年４月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名         令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼決定通知書） 

令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 
３ 保管場所        甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
 
 
 
 

－163－



 

甲府市教育委員会告示第３号  

 

 地方自治法第２３１条の２の３第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用

料条例に係る運動場照明使用料の納付事務を次のとおり委託したので、同条第２項

の規定により告示する。 

 

令和８年４月１日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 委託する相手方  
   所 在 別紙のとおり 

   名 称 別紙のとおり 

２ 委託する期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

３ 委託する事務 

   学校開放事業に係る運動場照明使用料の納付事務 

 

教育委員会         
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甲府市教育委員会告示第４号 
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 
 

令和８年４月１０日 
 

甲府市教育委員会 
教育長 松 田 昌 樹  

 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号      （賃貸借）第１２号 
（２）業務名称      児童生徒１人１台端末用ＷＥＢフィルタリングソフト

ウェアライセンス賃貸借 
（３）履行期間      令和８年６月１日から令和９年５月３１日まで 
（４）履行場所      仕様書による 
（５）業務内容      仕様書による 
（６）予定価格      公表しない 
（７）最低制限価格    設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」若しくは「情報・通信」で登録されている者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）

この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  
綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指 
名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
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（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和８年４月１０日（金）～令和８年４月２０日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会学事課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和８年４月１０日（金）～令和８年４月２０日（月） 
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会学事課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 
電話 ０５５－２２３－７３２２ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月１５日（金） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 
       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 
５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  
る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ 長期継続契約 
  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 
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９ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 
   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第５号  
 
 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の 

１件の一般競争入札を執行する。 
 
  令和８年４月１３日 
 

甲府市教育委員会 
教育長 松 田 昌 樹 

 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号   （賃貸借）第２０号 
（２）業務名称   甲府市立甲府商業高等学校高速フルカラープリンター賃貸借 
（３）履行期間   令和８年６月１日から令和１５年５月３１日まで 
（４）履行場所   仕様書による 
（５）業務内容   仕様書による 
（６）予定価格   公表しない 
（７）最低制限価格 設けない 
２ 入札参加資格 
  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」で登録されている者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく

指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 
（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年

を経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立

がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、

競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 
（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和８年４月１３日（月）～令和８年４月２２日（水） 
        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
        午前９時～午後５時 
（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 
        甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 
（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 
   ア 期間 令和８年４月１３日（月）～令和８年４月２２日（水） 
        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
        午前９時～午後５時 
   イ 場所 甲府市教育委員会総務課 
        甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 
        電話 ０５５－２２３－７３２０ 
４ 入札及び開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和８年５月１５日（金） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１・８－２ 
       甲府市丸の内一丁目１８番１号 
       ただし、入札場所等については変更する場合がある。 
５ 入札方法 
  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／  

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金

額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 
  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 
  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 
  甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 
８ 長期継続契約 
  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に

ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 
９ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第６号  
 
 甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１件

の一般競争入札を執行する。  
 
  令和８年４月１５日  
 

甲府市教育委員会  
教育長 松 田 昌 樹  

 
１ 入札対象業務  
（１）入札番号   （賃貸借）第１０５号  
（２）業務名称   自動採点システム用スキャナ賃貸借  
（３）履行期間   令和８年５月１８日から令和１３年５月１７日まで  
（４）履行場所   仕様書による  
（５）業務内容   仕様書による  
（６）予定価格   公表しない  
（７）最低制限価格 設けない  
２ 入札参加資格  
  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件を

すべて満たす者  
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」で登録されている者であること。  
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当し

ていない者であること。  
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。また、

法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止

を受けている日が含まれている者でないこと。  
（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。ま

た、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経過

していること。  
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がなさ

れている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参

加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  
（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
（１）配付期間 令和８年４月１５日（水）～令和８年４月２４日（金）  
        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
        午前９時～午後５時  
（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課  
        甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  
（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホームペ

ージ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入手す

る場合は、この限りでない。  
（４）申請書等の受付期間及び場所  
   ア 期間 令和８年４月１５日（水）～令和８年４月２４日（金）  
        （この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
        午前９時～午後５時  
   イ 場所 甲府市教育委員会総務課  
        甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  
        電話 ０５５－２２３－７３２０  
４ 入札及び開札の日時及び場所  
（１）日 時 令和８年５月１５日（金） 午前１０時３０分  
（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－１・８－２  
       甲府市丸の内一丁目１８番１号  
       ただし、入札場所等については変更する場合がある。  
５ 入札方法  
  落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／１１０

に相当する金額を入札書に記載すること。  
６ 入札の無効  
  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
  なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げるい

ずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  
７ 落札者の決定方法  
  甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲 

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
８ 長期継続契約  
  本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基

づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算につい

て減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。  
９ その他  
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（１）入札保証金：免除  
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  
（３）契約書作成の要否：要  
（４）仕様説明会は行わない。  
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市教育員会告示第７号  
 
甲府市文化財保護条例（平成１７年１２月条例第４５号）第４条第１項の規定に

基づき、次に掲げる有形文化財を甲府市指定有形文化財に指定するため、同条第２

項の規定で準用する第４条第４項の規定により告示する。  
（１行  

令和８年４月１５日 

（１行空け）  
甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 
 

有形文化財  
種別 時代 名 称 構造・形式等 理 由 員数 所有者 備考 

建
造
物 

江
戸
時
代 

穴切大神社

随神門 

附棟札・ 

塑造随神像 

三間一戸、二層の

楼門である。初層正

面（東側）の平柱二

本 を 省略 し 隅 柱を

大 虹 梁に よ っ て繋

ぐ。これに二具の二

手先斗栱を載せて、

二 層 目の 床 組 とな

る 桁 ・梁 を 支 承す

る。初層の主柱筋よ

り奥（西）側の控柱

にかけて、左右一間

ず つ を随 神 の 間と

し、中央一間を通路

とする。 

随神像は、老年相

の 像 と青 年 相 の像

の２躯からなり、類

例 ま れな 塑 造 によ

る 制 作で 玉 眼 を嵌

入する。 

穴切大神社随神門

は、棟札から、寛政６

年（１７９４）棟梁下

山大工竹下源蔵が建

立し、諏訪立川流初

代和四郎富棟が精巧

な細部彫刻を施した

楼門建築である。 

随神像は、寛政７

年に左官土屋與左ヱ

門甲福が制作し、彩

色は深見清右ヱ門守

敏、與左ヱ門の息子

博福が制作の補助を

したことが台座の墨

書から窺える。 

建築は見事な彫刻

と大胆な平面・構造

を持った江戸時代後

期 の 楼 門 建 築 で あ

り、随神像は左官職

人が漆喰で制作した

類例まれな塑造の随

神像であり、貴重で

ある。 

１棟 

 

３枚 

２躯  

甲府市宝二

丁目８番５

号 

宗教法人 

穴切大神社 
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甲府市教育委員会告示第８号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の 

１件の一般競争入札を執行する。  
 

令和８年４月１７日  
 

甲府市教育委員会  
教育長 松 田 昌 樹  

 
１ 入札対象業務  
（１）入札番号      （業務委託）第１５０号  
（２）業務名称      甲府市立図書館植栽管理業務  
（３）履行期間      令和８年５月１８日から令和９年３月３１日まで  
（４）履行場所      仕様書による  
（５）業務内容      仕様書による  
（６）予定価格      公表しない  
（７）最低制限価格    設けない  
２ 入札参加資格  

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者  
（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  
（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「種苗・

造園」で登録されている者であること。  
（３）事業協同組合とその組合員は、同時に入札に参加することはできない。なお、

事業協同組合が入札に参加する場合は、組合員を所属しているものとして参加

することができる。  
（４）協会とその協会員は、同時に入札に参加することはできない。なお、協会が

入札に参加する場合は、協会員を所属しているものとして参加することができ

る。  
（５）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。  
（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（７）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（８）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。  
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（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。  
（１０）市税の滞納がない者であること。  
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
（１）配付期間 令和８年４月１７日（金）～令和８年４月２７日（月）  

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
午前９時～午後５時  

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課  
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  
（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和８年４月１７日（金）～令和８年４月２７日（月）  
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。）  
午前９時～午後５時  

イ 場所 甲府市教育委員会総務課  
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階  
電話 ０５５－２２３－７３２０  

４ 入札及び開札の日時及び場所  
（１）日 時 令和８年５月１８日（月） 午前１０時００分  
（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２  
       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  
５ 入札方法  

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  
６ 入札の無効  

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  
７ 落札者の決定方法  

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
８ その他  
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（１）入札保証金：免除  
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  
（３）契約書作成の要否：要  
（４）仕様説明会は行わない。  
（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、 

包括外部監査人關本喜文の監査の事務を補助させることができる旨の協議が調った

ので、次のとおり告示する。 

 

令和８年４月２７日 

 

甲府市監査委員 塚 原   工 

同    雨 宮   均 

同    深 沢 健 吾 

 

補助する者の氏名 補助する者の住所 補助できる期間 

髙岡 敏夫 長野県松本市蟻ヶ崎台９番３号 
令和８年５月１日～ 

令和９年３月３１日 

前田 晋吾 
山梨県甲府市塩部３丁目２番７号 

９０１ 

令和８年５月１日～ 

令和９年３月３１日 

馬場 健治 山梨県甲府市上阿原町８３８番地１０ 
令和８年５月１日～ 

令和９年３月３１日 

石水 秀治 
山梨県甲府市富士見１丁目４番４４号 

ノースソレイユ１０４ 

令和８年５月１日～ 

令和９年３月３１日 
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農業委員会 
 
甲府市農業委員会告示第４号 

 
 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会４月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和８年４月２

４日午後２時００分に甲府市東公民館において開催し、付議すべき事項について審

議することを公告する。 
 
  令和８年４月１７日 
                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 
 
付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 
２ 農地法に基づく許可後の計画変更について 

 ３ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による農地中

間管理機構への要請について 

 ４  令和８年度最適化活動の目標の設定について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局告示第２２号  
 
 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  
る。 
 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 
令和８年４月１日 

 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 
               甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 
 
 

    負担区の名称   令和８年度賦課対象住所地番 
市街化調整区域負担区 
 
 

小瀬町１１１３－１、１１１３－２、

１１１３－３、１１１３－４、１１１

３－５、１１１３－６、１１１３－

７、１１１３－９、１１１３－１０、

１１１４－１、１１１４－４、１１１

４－８、１１１４－１０、１１１４－

１１、１１１５－５、１１１５－６、

１１１５－７、１１１５－８、１１１

５－１０、１１１５－１１、１１１５

－１２、１１１５－１３、１１１５－

１４、１１１５－１５、１１１５－１

６、１１３２－１、１１３２－５、１

１３２－６、１１３３－１、１１３３

－５、１１３３－６、１１３３－７、

１１３３－８、１１２２－１、１１２

２－２、１１２２－３ 
上町３８０－１、３８０－４、３８０

－６、３８１－１、３８１－６、３８

１－７、３９２－５、３９２－８、３

９３－３、３９５－２ 
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甲府市上下水道局告示第２３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項に規定する指定公

金事務取扱者を次のとおり指定したので告示する。 

 

  令和８年４月１日 

 

               甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

               甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所 

ＫＤＤＩ株式会社 

東京都港区高輪二丁目２１番１号  

ＴＨＥ ＬＩＮＫＰＩＬＬＡＲ １ ＮＯＲＴＨ 

ウェルネット株式会社 

北海道札幌市中央区北海道札幌市中央区大通東十丁目１１番地４号 

ビリングシステム株式会社 

東京都千代田区内幸町一丁目２番２号 

天ペイメント株式会社 

東京都港区港南二丁目１６番５号 ＮＢＦ品川タワー 

株式会社ＮＴＴドコモ 

東京都千代田区永田町二丁目１１番１号 

２ 指定公金事務取扱者に納付させる歳入 

   水道料金等 

３ 指定日 

   令和８年４月１日 
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                     甲府市上下水道局告示第２４号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 合併（土木）１号 

工事名 

①山城一処理分区下水道管布設工事（Ｒ７－２） 

②（Ｒ８下甲－２）配水管布設替工事（山城一処理分区・Ｒ７ 

－２） 

工事場所 甲府市小瀬町地内ほか（小瀬スポーツ公園の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

①下水道管布設工事 

 リブ付硬質塩化ビニル管布設工（φ２００） 

              Ｌ＝５５３．６ｍ 

 人孔設置工（１号）    １０箇所 

 人孔設置工（０号）    ４箇所 

 人孔設置工（特１号）   １箇所 

 人孔設置工（小型）    ３箇所 

 公設桝設置工       １９箇所 

 付帯工          １式 

②配水管布設替工事 

 ＤＩＰ．ＧＸ φ１００  Ｌ＝１１５ｍ 

 ＤＩＰ．Ｋ φ１００   Ｌ＝６ｍ 

 仕切弁．ＧＸ φ１００  ３基 

２ 工期 令和９年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１０７，４４８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 
２ 競争入札参加資格 

土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

下水道管工事又は下水道管工事と配水 

管布設替工事等との合併工事 

ただし、１件の工事請負額が、 

５，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時００分 
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13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２５号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００３号 

工事名 （Ｒ７災対－５）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市増坪町・上町地内（市立甲府病院の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ３００  Ｌ＝４５８．８ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１５０  Ｌ＝８．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ３００  Ｌ＝２．０ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ１５０  Ｌ＝９．３ｍ 

ＨＰＰＥ   φ１００  Ｌ＝９．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ３００  ５基 

仕切弁．ＧＸ φ１５０  ２基 

仕切弁．ＰＥ φ１００  １基 

泥吐弁．ＧＸ φ１００  ２基 

消火栓    φ７５   ２基 

水抜栓    φ２５   １基 

２ 工期 令和９年３月１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
９４，８５３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 
配水管布設替工事等 

ただし、１件の工事請負額が、 
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４，７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 １ 参加申請時 入札説明書に記載 
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２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２６号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００４号 

工事名 （Ｒ７災対－２）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市羽黒町地内(山宮減圧槽の東) 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ２００  Ｌ＝２１８．５ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ２００  Ｌ＝２．５ｍ 

ＨＰＰＥ   φ７５   Ｌ＝３７．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ２００  １基 

仕切弁．ＰＥ φ７５   ２基 

消火栓    φ７５   １基 

空気弁    φ２０   １基 

水抜栓    φ２５   １基 

２ 工期 令和９年１月１２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
７６，２６３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等 

ただし、１件の工事請負額が、 

３，８００万円以上の実績に限る。 
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元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 
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３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２７号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００５号 

工事名 （Ｒ７災対－３）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市宮原町・堀之内町地内（宮原町公民館の東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ２５０  Ｌ＝２５８．５ｍ 

ＤＩＰ．Ｋ  φ２５０  Ｌ＝３．０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ１００  Ｌ＝２２．０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ７５   Ｌ＝１３．０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ５０   Ｌ＝７．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ２５０  ３基 

仕切弁．ＰＥ φ１００  ２基 

仕切弁．ＰＥ φ７５   ２基 

仕切弁．ＰＥ φ５０   １基 

消火栓    φ７５   １基 

空気弁    φ２０   ３基 

水抜栓    φ２５   ３基 

不断水簡易仕切弁 φ７５ １基 

２ 工期 令和９年１月４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
６７，０４５，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 １ 本店所在地 甲府市内 
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格 ２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等 

ただし、１件の工事請負額が、 

３，３００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 
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提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２８号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１０００６号 

工事名 （Ｒ７災対－１）送・配水管布設替工事 

工事場所 甲斐市牛句・大久保地内(高区西配水池の南東) 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ３００  Ｌ＝１７１．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ１００  Ｌ＝４．０ｍ 

ＨＰＰＥ   φ１００  Ｌ＝５１．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ３００  １基 

仕切弁．ＰＥ φ１００  １基 

消火栓（排水用）φ７５  １基 

空気弁    φ２０   ２基 

水抜栓    φ２５   ２基 

不断水簡易仕切弁φ３５０ １基 

２ 工期 令和９年１月４日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
５９，０２６，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式  

直近の経営事項審査結果通知書の総合 
評定値（Ｐ）８７０点以上 

３ 同種工事施工実績 配水管布設替工事等。 
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元請として平成２３年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時４０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時４０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 
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３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第２９号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和８年４月２３日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 藤 森  明 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３０００２号 

工事名 下水道改良工事（スＲ７－２９） 

工事場所 甲府市青沼一丁目地内ほか 

工事概要 

１ 工事内容 

ます取付管取替工   Ｎ＝７１箇所 

取付管取替工     Ｎ＝１７箇所 

取付管ます設置工   Ｎ＝３箇所 

ます取付管撤去工   Ｎ＝９箇所 

２ 工期 令和８年１２月２１日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３８，７９７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

下水道管工事 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，９００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２３年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和８年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和８年５月１１日 

３ 申請書受付開始日 令和８年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和８年５月１１日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和８年５月１５日 

６ 設計図書配付開始日 令和８年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和８年５月１８日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和８年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和８年５月１８日 

10 入札日時 
令和８年５月２１日 

午前９時５０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和８年５月２６日 

12 開札日時 
令和８年６月１日 

午前９時５０分 

13 落札者決定日 令和８年６月２日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和８年５月１９日 

午後５時まで 

２ 回答 令和８年５月２０日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和８年５月２８日まで 

２ 回答 令和８年５月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和８年５月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第３０号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 
 
  令和８年４月２３日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 
 

 指 定 番 号   第４９５号 
   指定業者名   明友建設 株式会社 
   所 在 地   山梨県中巨摩郡昭和町上河東２９４番地 
   代 表 者   細田 浩司 
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甲府市上下水道局告示第３１号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和８年４月２７日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 

 

 指定年月日   令和８年４月２７日 

 指 定 番 号   第２６６号 

 指 定 店 名   株式会社マエダ設備 

 所 在 地   中巨摩郡昭和町西条２２１０番地２ 

 代表者氏名   前田 眞吾 
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甲府市上下水道局告示第３２号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 
 
  令和８年４月２７日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 
 

 指 定 番 号   第２３３号 
   指定業者名   マエダ設備 
   所 在 地   山梨県中巨摩郡昭和町西条２２１０－２番地 
   代 表 者   前田 眞吾 
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甲府市上下水道局告示第３３号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 
 
  令和８年４月２７日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 
 

 指 定 番 号   第４９６号 
   指定業者名   株式会社 マエダ設備 
   所 在 地   山梨県中巨摩郡昭和町西条２２１０－２番地 
   代 表 者   前田 眞吾 
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                      甲府市上下水道局告示第３４号  
 
 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  
る。 
 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 
令和８年４月３０日 

 
              甲府市上下水道事業管理者職務代理者 
              甲府市上下水道局業務部長 藤森 明 
 
 

      負担区の名称    令和８年度賦課対象住所地番 
西部負担区 西田町３６９－８、３６９－１２ 

大里町２３０９－１２ 
宮原町７１－５、１８３－２、１

８３－６、１８３－２３、１８３

－２４、１９３－５ 
市街化調整区域負担区 
 
 

下今井町２５２－８、７２４－４ 
向町４１８－１、４１８－２、４

７８－３、４７８－６、６０５－

２、６０５－４、６０５－６、６

０６－２、６０６－５ 
桜井町６４５－２ 
酒折三丁目１２７１、１２７１－

２、１２７３－３、 
小瀬町５８９－１０、５９０－２

１ 
上阿原町１２６５－１ 
上今井町８９２－２、８９２－８ 
上町３９４－５、３９４－８、３

９５－５、３９５－６、３９５－

７、３９５－８、３９５－１０、

３９５－１１、３９５－１２、３

９５－１３、３９５－１４、３９

５－１５、３９５－１６、３９５

－１７、３９５－１８、３９５－

１９、３９５－２０、３９５－２

１、３９５－２２、３９５－２
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３、１５５３－３、１５５３－

５、１５５３－６、１５５３－

７、１５５３－８ 
青葉町１３７７－１１、１３７７

－１２ 
増坪町２６２、８１１－１、８１

１－５、８１２－１１、８１３－

１３、８１５－３、８１５－１

５、８１５－２５ 
里吉二丁目３９４－６、３９４－

１０、３９５－５、３９５－７、

３９５－１１ 
和戸町６６９－１ 

中道負担区 上曽根町１８７－１１、１８７－１

２、２５５－１、６２１－８ 
下曽根町３６８－１ 
右左口町２１３－１、２１３－４、４

０１７ 
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任免辞令 
 
（市長事務部局） 

    杉 田 陽 子   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市長直轄組織市長室情報発信課主事を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

    功 刀   彈   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部市民総室市民課主事を命ずる 
 

    古 屋 千 遥   
清 水 ちあき   

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部市民総室市民課主事を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

 小 林 淳 一   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部市民総室協働推進課主任を命ずる 
 

山 村 美 結   
                            長 田 東 子 
                                                    髙 添   遥   
（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部税務管理室市民税課主事を命ずる 
 

   佐 藤 優 奈   
秋 山 このみ   

  平 嶋   直   
（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部税務管理室資産税課主事を命ずる 
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    齊 藤 恵 唯   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部税務管理室収納推進課主事を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

 宮 下 啓太朗   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
市民部税務管理室収納推進課主事を命ずる 
 

                   齋 藤 有 夏   

髙 津   翼   

藤 里   空   

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉総室健康保険課主事を命ずる 
 

村 松   達   
藤 原 順 也   

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉支援室生活福祉課主事を命ずる 
 

上 野 貴 史     
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉支援室生活福祉課主任を命ずる 
 

  窪 嶋 泰 斗   
事務職員に採用する 
社会福祉士を命ずる 
福祉部福祉支援室生活福祉課主事を命ずる 
 

依 田 陽 色   
宮 本 那 津  

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
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福祉部福祉支援室障がい福祉課主事を命ずる 
 
 

    浅 川 晃太郎   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉支援室障がい福祉課主事を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

 
青 嶋 佑希美   
山 村 ま こ   
稲 波 智 大   

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉支援室長寿介護課主事を命ずる 
 

  松 本 瑛 太   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
福祉部福祉支援室地域包括支援課 
主事を命ずる 
 

  須 田 ひより   
事務職員に採用する 
社会福祉士を命ずる 
福祉部福祉支援室地域包括支援課 
主事を命ずる 
 

 飯 窪 純 也   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
保健衛生部保健衛生総室健康政策課 
主事を命ずる 

    
 

              青 栁 侑 里   
勝 俣 有 菜   

  
（各通） 
技術職員に採用する 
保健師を命ずる 
保健衛生部保健衛生総室地域保健課 
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技師を命ずる 
 
 

   滑 川 紗英子   
技術職員に採用する 
保健師を命ずる 
保健衛生部保健衛生総室地域保健課 
技師を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

  小野寺 由紀子   
技術職員に採用する 
保健師を命ずる 
保健衛生部生活衛生室精神保健課 
技師を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

 金 子 璃 緒   
技術職員に採用する 
薬剤師を命ずる 
保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 
技師を命ずる 
 

才 間 里緒菜   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子ども応援課 
主事を命ずる 
 

     菅 原 優 太   
川 上 愛由花  

（各通） 

事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子育て支援課 
主事を命ずる 
 

田草川 さくら   
事務職員に採用する 
社会福祉士を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子育て支援課 
主事を命ずる 
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  倉 澤 千 鶴   
技術職員に採用する 
保健師を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子育て支援課 
技師を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

  窪 田 さくら   
横 山 蒼 龍   

（各通） 
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子ども保育課 
主事を命ずる 
 

  滝 沢 莉 那   
事務職員に採用する 
保育士を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室子ども保育課 
主事を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
 

 菅 谷 永 莉   
蔦 木 綾 香   
三 澤 朋 葉     

（各通） 
技術職員に採用する 
保健師を命ずる 
子ども未来部子ども未来総室母子保健課 
技師を命ずる 
 

   吉 田 牧 子   
技術職員に採用する 
化学職を命ずる 
環境部環境総室環境保全課技師を命ずる 
 

   神 保 摩智子   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
産業部商工観光室商工課主任を命ずる 
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  横 田 稔 希   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
産業部商工観光室観光課主事を命ずる 
 

中 村 春 奈   
技術職員に採用する 

農業職を命ずる 
産業部農林振興室農政課技師を命ずる 
 

  両 角 斉 彦   
技術職員に採用する 
農業職を命ずる 
産業部農林振興室就農支援課長を命ずる 
 

 田 中 杏 佳   
技術職員に採用する 
農業職を命ずる 
産業部農林振興室就農支援課技師を命ずる 
 

伊 藤 光 世   
  江 口    凪   

笹 山 歴 大   
（各通） 

技術職員に採用する 
動物専門員を命ずる 
まちづくり部まち開発室公園緑地課 
技師を命ずる 
 

甲 斐 星 斗   
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
まちづくり部まち整備室用地課主任を命ずる 
 

    藤 原 裕 季   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部循環器内科科長を命ずる  
 

江 口 実 佑 
技術職員に採用する 
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医師を命ずる 
市立甲府病院診療部循環器内科医長を命ずる 
 

宮 原 徳 也   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部循環器内科医師を命ずる 
 

古 谷 元 宏   
肥 田   樹   

（各通） 

技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部外科医長を命ずる 
 

      大 槻 仁 志   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部形成外科医長を命ずる 
 

    冨 永 ま り   
加 茂 祈 里 

（各通） 

技術職員に採用する 
視能訓練士を命ずる 
市立甲府病院診療部技師を命ずる 
 

 大八木 裕 花   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部耳鼻いんこう科医師 
を命ずる 
 

 関   捷一郎   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部放射線診断科医師 
を命ずる 
 

  金 丸 智 紀   
技術職員に採用する 
医師を命ずる 
市立甲府病院診療部歯科口腔外科医長 
を命ずる 
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   近 藤 麗 奈   
川 﨑 真菜美   
佐 藤 連太朗   
杉 山 彩 乃   
小 澤 健 太   
山 田 奈 奈   
大 沢 藍 花   
猪 股 千 尋   
細 川 愛 遥   
川 名 千 瀬   
齋 藤 瑠 汰   
柳 川 璃 珠   
竹 内   怜   
河 西 杏 果   
楠   尚 登   
清 水 輝 月   
沢 登 真 琴   
白 倉 由吏安   

  
（各通） 

技術職員に採用する 
看護師を命ずる 
市立甲府病院看護部技師を命ずる 
 

宮 坂 早 紀   
丸 山 千 尋 

（各通）    

技術職員に採用する 
助産師を命ずる 
市立甲府病院看護部技師を命ずる 
 

近 藤 雪 子 
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
教育委員会へ出向させる 
 

伏 屋 美 和 
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
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教育委員会へ出向させる 
 
 

  池 田 朋 来   
 
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
教育委員会へ出向させる 
 

稲 葉 沙奈江 
事務職員に採用する 
行政事務職を命ずる 
任期は令和１１年 ３月３１日までとする 
甲府市上下水道局に出向させる 
 

鈴 木 愛 加   
技術職員に採用する 
化学職を命ずる 
甲府市上下水道局に出向させる 
 

  吉 岡 仁 哉   
技術職員に採用する 
電気職を命ずる 
甲府市上下水道局に出向させる 
 
 
（教育委員会） 

 浅 尾 秀 樹 
事務職員に採用する 
指導主事を命ずる 
教育部教育総室学校教育課係長を命ずる 
 

以  上  発 令 日  令和 ８年 ４月 １日 
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